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○大崎市空家バンク実施要綱

平成２９年１２月１日

告示第１８５号

改正 令和４年３月３１日告示第５７号

（趣旨）

第１条 この告示は，大崎市における空家の有効活用を通して，地域の活

性化を図るため大崎市空家バンク制度に関し必要な事項を定めるものと

する。ただし，この告示は，空家バンクを介さない空家の取引を妨げる

ものではない。

（令４告示５７・一部改正）

（定義）

第２条 この告示において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当

該各号に定めるところによる。

（１） 空家 個人が居住を目的として建築し，おおむね１年以上居住

していない建物をいう。

（２） 空家バンク 空家の売却又は賃貸を希望する所有者等が空家に

係る情報を登録し，市が当該情報を利用希望者に提供する制度をいう。

（３） 所有者等 空家に係る所有権を有し，当該空家の売却又は貸付

けを行うことができる者をいう。

（４） 登録物件 空家バンクへ登録を行った空家をいう。

（５） 利用希望者 登録物件の利用を希望する者をいう。

（６） 登録事業者 次の各号のいずれにも該当する事業者のうち，空

家の調査，売買又は賃貸借の媒介をするため，本要綱に基づき登録し

た事業者をいう。

ア 県内に事業所を置いていること。
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イ 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３条に規定す

る免許を有していること。

ウ 国税及び地方税を完納していること。

エ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。）

が実質的に経営を支配している等市長が特に不適格と認める者でな

いこと。

（令４告示５７・一部改正）

（市の役割）

第３条 市の役割は，次に掲げるものとする。

（１） 空家の把握及び所有者等に対する空家バンクへの登録勧奨

（２） 空家バンク周知のための広報

（３） 空家バンクを利用した移住定住の促進

（４） 登録事業者の募集及び登録

（５） 登録事業者による空家の媒介の勧奨

（令４告示５７・一部改正）

（空家の登録等）

第４条 空家バンクに空家を登録しようとする所有者等は，大崎市空家バ

ンク登録申込書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて市長に提出し

なければならない。

（１） 空家及びその敷地の所有者が分かる登記簿謄本等の写し

（２） その他登録にあたって市長が必要と認めるもの

２ 市長は，前項の規定による申込書の提出があった場合で，その内容を

適当と認めたときは，空家バンクに登録するものとする。
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３ 市長は，前項の規定による登録が完了したときは，大崎市空家バンク

登録完了通知書（様式第２号）により当該所有者等に通知するものとす

る。

（令４告示５７・全改）

（登録事業者の登録等）

第５条 空家バンクへ登録を希望する事業者は，大崎市空家バンク事業者

登録申請書（様式第３号。以下「登録事業者申請書」という。）に，次

に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

（１） 第２条第６号イの免許の写し

（２） 納税証明書

２ 市長は，前項の規定による申請書の提出があった場合で，その内容を

適当と認めたときは，当該事業者を登録事業者として大崎市空家バンク

事業者登録簿（様式第４号）に登録し，大崎市空家バンク事業者登録通

知書（様式第５号）により登録事業者に通知するものとする。

３ 登録事業者の登録期間は，登録日から２年間とする。

４ 登録期間が終了した登録事業者は，登録事業者申請書を提出し，再度

登録を申請することができる。

（令４告示５７・全改）

（事業者登録内容の変更）

第６条 登録事業者は，前条第２項の規定による登録の内容に変更があっ

たときは，大崎市空家バンク事業者登録内容変更届（様式第６号）によ

り遅滞なく市長に報告しなければならない。

（令４告示５７・全改）

（登録事業者の登録取消し）
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第７条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，第５条第２項の

規定による登録を取り消し，大崎市空家バンク事業者登録取消通知書（様

式第７号）により当該登録事業者に通知するものとする。

（１） 登録事業者から大崎市空家バンク事業者登録廃止届出書（様式

第８号）が提出されたとき。

（２） 内容を偽って申請したとき。

（３） その他市長が適当でないと認めたとき。

（令４告示５７・全改）

（登録事業者による媒介）

第８条 所有者が登録物件の媒介を希望する場合は，登録事業者は，当該

空家を調査し，売買又は賃貸借が可能と認められる場合は，空家情報登

録リスト（様式第９号）を市長に提出しなければならない。

２ 登録事業者は，前項の規定による調査及び所有者等との交渉の結果並

びに当該登録物件に係る媒介契約の成否について，大崎市空家バンク制

度媒介交渉結果報告書（様式第１０号）を市長に提出しなければならな

い。

３ 登録事業者は，前項の契約を更新したとき又は解除したときは，大崎

市空家バンク制度媒介契約更新・解除報告書（様式第１１号）を，市長

に提出しなければならない。

（令４告示５７・全改）

（空家バンクの利用）

第９条 利用希望者が登録物件の賃貸又は購入を希望するときは，所有者

又は登録事業者と直接交渉を行うものとする。

（令４告示５７・全改）

（売買契約等の結果報告）
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第１０条 所有者は，前条の交渉の結果登録物件の売買契約又は賃貸借契

約が成立したときは，大崎市空家バンク制度契約結果報告書（様式第１

２号）により速やかに市長に報告しなければならない。

（令４告示５７・全改）

（空家バンクからの登録抹消）

第１１条 市長は，登録物件が次の各号のいずれかに該当するときは，当

該登録物件を空家バンクから抹消することができる。

（１） 前条の報告書の提出があったとき。

（２） 所有者等から空家バンク登録取消申込書（様式第１３号）の提

出があったとき。

（３） 前２号のほか，市長が必要と認めたとき。

（令４告示５７・全改）

（守秘義務）

第１２条 この告示に基づく業務に従事している者は，職務上知り得た秘

密を漏らしてはならない。その職を退いた後も，同様とする。

（令４告示５７・旧第１３条繰上・一部改正）

（その他）

第１３条 この告示に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。

（令４告示５７・旧第１４条繰上・一部改正）

附 則

この告示は，平成２９年１２月１日から施行する。

附 則（令和４年３月３１日告示第５７号）

この告示は，令和４年４月１日から施行する。
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様式第１号（第４条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第２号（第４条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第３号（第５条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第４号（第５条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第５号（第５条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第６号（第６条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第７号（第７条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第８号（第７条関係）

（令４告示５７・全改）

様式第９号（第８条関係）

（令４告示５７・追加）

様式第１０号（第８条関係）

（令４告示５７・追加）

様式第１１号（第８条関係）

（令４告示５７・追加）

様式第１２号（第１０条関係）

（令４告示５７・追加）

様式第１３号（第１１条関係）

（令４告示５７・追加）
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